
 

料金改定のお知らせ 

   

日頃より、当シルバー人材センターをご利用いただきまして、誠にありがとう 

ございます。  

さて、当シルバー人材センターでは、昨今の物価上昇や千葉県最低賃金の改定に 

より、作業料金を下記のとおり改定させていただきます。 

発注者の皆様方には、ご利用料金の値上げとなり大変心苦しいところではござい 

ますが、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

    今後も皆様のお役に立てますよう、より一層のサービス向上に会員・職員一丸と 

なって取り組んで参りますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

記 

      １．改定日  令和８年４月１日から 

      ２. 改定率  各作業料金を６%値上げ 

 

     令和８年３月 

                             公益社団法人 

                             茂原市シルバー人材センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


